
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助成対象 

次のいずれかに該当する方や団体 

①  区内共同住宅の所有者、管理組合、居住

者が加入する自治会等 

②  公営住宅法第２条第２号に規定する区

内公営住宅又はこれに準ずる区内住宅の

居住者が加入する自治会、その他の当該

公営住宅又はこれに準ずる住宅の管理を

担う団体であって、居住者によって構成

されるもの。 

助成率・助成上限額 

対象経費の２分の１

（千円未満は切捨て） 

助成上限額５０万円 

助成対象設備 
防犯カメラ 

（敷地内・駐輪場 

などの共用部） 

申請期間・申請方法 

令和７年４月２１日（月）～令和８年２月２７日（金） 

申請書と添付書類を窓口へ持参又は郵送 

申請書添付書類 

〇申請者（代表者）の本人確認書類の写し 

〇防犯カメラや工事の内容が分かる書類（カタログ・図面・現場写

真） 

〇施工予定日、購入予定日、支払予定金額などが記載されているもの

（見積書の写しなど） 

〇管理組合などのカメラ設置に関しての合意があることが分かる書類 

実績報告書類 

〇契約の内容が分かる書類の写し 〇工事後の現場写真、図面等  

〇領収書の写し 〇納品書又は完了検査書の写し 

（実績報告書に以下の書類を添付して提出してください。） 

（申請書に以下のものを添付して提出してください。） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助成金申請に関する注意事項 

＜申請について＞ 

〇新たに建築する共同住宅への防犯対策設備の設置は助成対象外 

となります。 

〇令和８年１月以降に申請する場合は、事前に危機管理課までご相 

談ください。 

〇この助成金は事前申請となります。 

申請書を提出し、葛飾区より助成金の交付決定を受けてから設置 

工事に着手してください。交付決定を受ける前に設置工事に着手 

した場合、助成の対象外となりますので、ご注意ください。 

＜防犯カメラの設置について＞ 

〇敷地内に駐輪場がある場合は、防犯カメラを原則として１台以上 

駐輪場に設置してください。駐輪場への設置が困難な場合は危機 

管理課へご相談ください。 

助成金申請の流れ 
防犯カメラ設置箇所(例) 

〇敷地内への入口 

〇共同住宅（建物）の入口 

〇自転車駐輪場 

〇その他人通りの多い箇所など 

※設置箇所について、ご不明な点

がありましたらご相談ください。 

申請書提出・問い合わせ先 

葛飾区危機管理課防犯強化係 
電話：０３－５６５４－８４７８ 

住所：葛飾区立石５－１３－１ 

助 成 金 に 関

す る 問 い 合

わ せ は こ ち

らから 

① 申請者 区へ申請書一式を提出

申請書受理・内容審査

助成金交付決定通知

防犯カメラ設置工事に着手

防犯カメラ設置工事　施工

設置工事完了　業者への支払
区に実績報告書を提出

実績報告書受理・内容審査

交付額確定通知

⑤
申請者
葛飾区

助成金請求・支払

申請者

葛飾区

葛飾区②

③

④


